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背
子
の
結
構
思
想

第
五
十
二
審

四

C 

繁
阻
蹴

管

演

思

想

子

経

の

穂

積

文

雄

管
子
は
司
目
的
法
以
来
、
粛
の
桓
公
を
輔
廿
て
覇
業
を
成
就
せ
し
め
た
る
管
夷
五
口
自
作
る
と
と
み
と
侍
へ
ら
れ
る
が
、
現
布
行
は
れ

る
管

7
、
二
十
回
答
、
八
十
首
相
必
中
し
も
管
仲
の
著
は
す
と
と
る
に
あ
ら
や
、
春
秋
戦
闘
の
時
代
に
か
け
て
多
数
人
の
千
を
訓
れ
た
る

も
の
に
冠
す
る

K
管
子
の
名
を
以
て
せ
る
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。

い
ま
そ
れ
に
就
い
て
粧
消
思
想
を
う
か
が
ム
時
五
円
々
は
先
づ
関
車
世
田
刀
頭
『
凡
有
地
牧
民
者
。
務
布
同
時

o
q布
倉
廃
。
同
多
財
則

法
者
来
。
州
僻
胤
靖
則
明
慮
。
人
H
康
管
則
知
淵
服
飾
。
衣
食
足
則
知
柴
辱
。
』
と
喝
破
せ
る
布
名
な
何
や
一
見
る
。

こ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な

く
、
物
質
生
活
が
精
榊
生
訴
を
支
配
す
る
と
と
を
指
摘
せ
る
も
の
で
、
州
諸
唯
物
史
観
乃
ザ
一
経
済
史
槻
の
基
調
を
鴻
す
も
の
と
在
す

を
は
ば
か
ら
血
と
忠
ふ
が
、
そ
の
考
へ
方
は
さ
ら
虻
弐
の
諸
何
に
於
て
も
う
か
が
ふ
己
と
が
で
き
る
。
日
く
、
『
衣
食
足
則
侵
守
不

生
、
怨
怒
細
…
有
、

t
F相
親
、
丘
(
別
品
不
用
尖
占
「
叫
用
不
荒
天
下
‘
不
能
正
一
心
八
日
。
』
と
と
ん
で
物
質
生
前
が
精
紳
生
前
を
支
配
す
る
と

す
れ
ば
‘
物
質
的
欲
望
に
導
か
れ
て
行
動
す
呂
舎
で
あ
り
.
従
て
利
訴
追
求
が
人
類
行
潟
の
動
機
と
せ
ら
れ
ね
ば
疋
ら
ね
と
止
と
友

る
ロ
か
〈
て
王
口
々
は
管
子
に
於
て
吠
の
諸
何
忙
あ
ふ
と
と
に
怠
る
。
日
く
、

夫
凡
人
之
博
見
利
英
龍
却
就
。
見
書
英
能
却
避
。
其
商
人
語
買
。
倍
遺
骨
行
。
夜
以
鱗
目
。
子
旦
而
不
遺
者
。
利
布
前
也
。
漁
人
之
入
山
冊
。
海
深
寓

保
。
就
世
逝
施
。
乗
危
百
里
。
宿
夜
不
問
者
。
利
在
ホ
也
、
故
利
之
朋
在
。
雌
千
但
之
山
。
無
所
不
上
。
深
源
之
下
。
無
所
不
入
話
。
故
菩
者
勢
利
之

在
。
而
民
自
美
安
。
不
推
一
両
往
。
不
引
而
車
。
不
国
不
挺
而
民
自
品
。

管チ巻第一、牧民第
管子各第二、七法第六。
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民
利
之
則
車
。
害
之
則
去
。
民
之
従
利
也
。
如
水
之
走
下
。
於
四
方
無
樺
品
刷
。

ア

ル

ア

リ

百
姓
無
費
。
以
利
怨
首
。
一
上
一
下
。
惟
利
所
レ
慮
。
利
品
間
後
龍
遇
。
週
品
目
一
後
成
閣
。
利
静
而
不
化
。
概
其
所
問
、
従
而
棒
之
。

そ
こ
で
管
子
は
諭
在
進
め
て
民
を
導
〈
に
は
利
を
以
て
す
べ
し
と
言
ム
ロ
削
・
突
に
引
〈
如
〈
で
あ
る
。
日
く
、

ヤ
ザ
ル

凡
人
者
英
不
欲
利
而
悪
害
、
是
故
奥
天
下
同
利
者
天
下
持
之
。
檀
天
下
之
利
者
天
下
謀
之
。
天
下
所
謀
。
雄
立
必
襲
。
天
下
所
持
。
昨
高
不
危
。
故

日
。
安
高
在
乎
同
称
。

神
農
品
世
耕
生
山
間
以
丑
民
利
。
高
身
決
積
斬
高
橋
下
円
以
救
民
利
。
揚
武
紅
伐
無
道
。
耕
昨
殺
暴
観
。
以
致
民
利
。
故
明
主
之
動
作
雄
典
。
真
利
民
同

也
。
故
目
。
寓
事
之
任
也
。
異
起
而
同
時
。
古
今
一
也
。

足
其
所
徴
。
婚
其
所
願
。
則
龍
用
之
耳
。
今
使
衣
皮
周
冠
角
。
食
野
章
、
飲
野
水
。
軌
能
用
之
。

か
く
て
管
子
が
唯
物
論
を
と
り
、
利
を
以
て
人
間
百
行
の
基
と
す
る
と
き
、
や
が
て
物
質
生
活
を
下
部
構
迭
し
ら
し
、
そ
の
上
に
政

治
法
律
共
他
諸
々
の
上
部
緋
逃
が
成
り
立
つ
と
す
る
に
至
る
と
と
は
論
理
の
必
然
の
展
開
と
し
て
怪
し
む
を
要
せ
む
と
と
ろ
で
た
け

れ
ば
左
ち
血
が
、
は
た
し
て
管
子
忙
、

夫
民
必
得
其
欲
。
訴
後
世
相
上
。
聴
上
。
熱
後
政
可
震
也
。

凡
油
断
之
革
。
品
先
官
民
。
民
官
別
品
治
也
。
民
賞
別
難
治
也
。
発
以
知
其
然
也
。
民
官
則
安
郷
重
家
。
安
蜘
童
家
則
敬
J
畏
昇
。
敬
上
長
男
則
易

治
也
。
民
貧
則
危
蜘
朝
家
。
危
郷
輯
家
則
敢
陣
土
犯
禁
。
陸
上
担
禁
則
難
措
也
。
惜
瑚
常
民
。
而
四
臨
問
問
常
貧
。
是
以
善
濡
園
者
。
也
先
官
民
。
訴
後
泊

。
融
令
不
同
。
品
開
倶
王
天
下
者
、
何
也
。
必
岡
官
而
多
粟
也
。

之
。
背
者
七
十
九
時
之
君
。
法
制
不

lr一
一
百
へ
る
は
卸
政
治
生
活
が
物
質
生
活
た
る
下
部
構
造
の
上
に
成
り
立
つ
上
部
構
浩
で
あ
る
所
以
彩
論
ぜ
る
も
の
忙
外
た
ら
白
と
み

る
こ
ん
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
既
に
政
治
生
活
が
物
質
生
活
Dvh
に
に
成
り
£
っ
と
す
る
以
上
政
治
が
先
づ
民
の
物
質
生
活
の

確
保
に
始
圭
ら
ね
ば
在
ら
由
と
せ
ら
れ
る
と
と
は
い
ふ
ま
で
も
た
い
と
己
ろ
に
鴎
す
る
で
あ
ら
う
。
故
に
管
子
に
於
て
吾
々
は
次
の

f
d
を
者
〈
己
と
に
な
る
の
は
ま
た
首
然
で
託
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
日
〈
、

管
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白
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済
思
想
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管
r
T
的
経
済
思
想
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第
五
十
二
巻

叫

= 

第
四
抽

非
有
積
書
。
不
可
且
用
人
。
引
列
有
積
則
。
無
以
勘
下
“

担
公
日
。
善
哉
。
牧
民
何
先
。
骨
子
封
目
。
有
時
先
事
。
有
時
先
政
。
有
時
先
徳
。
有
時
先
恕
。
醐
凪
轟
雨
。
不
岱
人
帯
。
桐
患
不
錫
民
車
。
百
川

遣
。
半
穀
鼎
。
欄
相
貸
股
。
禽
獣
奥
入
。
提
食
民
食
。
民
不
捧
疫
。
賞
曲
時
也
。
民
情
H
臨
。
牧
民
者
厚
枚
、
菩
甜
酬
。
以
充
倉
底
。
曲
一
ι
薮
揮
。
此
調
先
之

は
事
。
随
之
以
刑
。
敬
之
以
摘
梨
、
以
揖
其
程
。
此
指
先
之
以
肱
。
劇
風
暴
雨
筑
民
息
。
，
rず
殻
不
熟
。
歳
飢
親
貸
貴
。
民
疾
授
。
常
比
時
也
。
民
貧
H

槌
、
牧
民
事
長
山
林
語
。
は
井
言
。
後
之
以
事
。
先
之
叫
恕
。
以
抵
語
。
此
訓
先
之
以
徳
o

長

之

也

。

番

号

。

遺

言

。

不

央

有
徳
。
寓
上
而
足
下
。
聖
王
之
主
串
也
。

次
忙
法
令
も
亦
物
質
生
活
の
基
礎
の
卜
一
に
立
っ
と
す
る
管
子
の
品
想
は
若
々
は
こ
れ
を
弐
の
諸
何
に
於
て
う
か
が
ふ
と
と
が
で
き

る
で
あ
ら
ろ
。
同
く

民
不
足
。
令
乃
辱
。
民
苦
映
。
令
不
行
。

故
授
有
徳
則
岡
安
。
務
五
穀
則
食
足
。
養
桑
脚
育
大
事
則
民
官
。
令
順
民
心
。
則
成
令
行
。

民
倫
揖
何
不
事
積
弾
。
則
同
倉
空
虚
ロ
如
是
町
君
不
震
醐
催
。
品
明
則
捷
培
、
縄
経
、
残
賦
、
話
取
之
人
起
央
o

向
者
廷
無
比
臣
。
兵
士
汗
用
、
岡
肯
出
宝

庫
。
町
乱
打
有
強
敵
。
之
憂
。
別
岡
居
珂
白
致
実
。
故
目
。
計
敵
興
。
量
止
意
。
察
岡
本
。
都
民
摩
之
所
有
候
不
足
、
両
存
亡
之
附
可
知
也
。

得
人
之
活
。
英
如
利
之
。
利
之
之
品
。
英
知
数
之
以
政
。
故
事
錦
政
者
。
同
鴎
車
両
凶
邑
賞
。
朝
控
問
而
官
府
泊
。
公
法
行
而
私
曲
亡
。
倉
1
阿
賀
両

凶
同
国
増
。
賢
人
娃
而
事
臣
退
。

不
能
低
政
者
、
同
時
荒
市
凶
邑
慮
、
朝
廷
兇
而
官
府
飢
、
公
桂
成
而
私
曲
行
、
青
山
陣
虚
而
岡
国
賞
、
賢
人
退
而
益
臣
註
。

政
之
所
興
。
布
順
同
品
。
政
之
所
駿
。
布
逝
民
心
。
民
謡
憂
勢
。
我
快
梨
之
。
民
思
貧
賎
。
我
首
貴
之
。
民
悪
危
陸
。
我
ト
仔
愛
之
。
良
悪
減
絹
。
我

生
育
之
。
前
快
型
之
。
別
民
錦
之
愛
勢
。
龍
s

一
而
貴
之
。
則
氏
鴻
之
貧
趨
。
能
有
安
之
。
刑
民
斜
之
危
盤
。
能
生
育
之
。
則
民
協
レ
之
輔
滅
。
故
刑
罰
不

足
以
恐
其
意
。
設
識
不
足
以
服
其
心
。
故
剤
罰
紫
而
意
不
恐
。
則
令
不
行
央
。
殺
毅
阜
県
而
心
不
服
。
則
上
杭
危
央
。
故
従
其
凶
欲
。
則
建
者
自
親
。
行

其
凹
息
。
則
さ
ま
で
ι
。
故
知
子
之
需
品
者
。
政
之
費
勤
。

さ
ら
に
例
へ
ば
戦
争
も
亦
物
質
生
前
に
よ
り
て
制
約
せ
ら
れ
る
己
と
争
設
〈
己
と
弐
の
如
く
で
あ
る
。
日
く
、

地
之
守
在
披
。
披
ヰ
守
在
兵
。
兵
之
苛
有
人
。
人
之
守
担
架
。

智子巻串十六、 11、物第五十一。
管子巻第一、牧民事一。
管子巻第三、五輔第 1。
骨子巻第一、牧民第一。
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簡
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鴻
呉
之
教
。
存
手
葉
町
。
而
悶
畳
一
敵
。
有
子
論
1
0

同
工
無
敵
。
存
乎
制
器
。
而
帯
無
敵
。
右
乎
控
士
。
両
士
無
敵
。
t
b
什
乎
政
歌
。
両
政
数
無
3

敵

存
乎
服
習
。
耐
服
脅
無
敵
。
ゐ
明
於
槽
倣
。
同
別
措
敏
無
敵
。

2

か
く
管
一
寸
は
唯
物
論
を
と
り
、
物
質
生
前
は
籾
川
柳
生
析
を
支
配
す
る
と
な
し
、
物
質
生
前
の
下
部
構
訟
の
上
に
諸
々
の
上
部
構
出

が
成
り
立
つ
B

と
す
る
。
従
て
凡
u
f
に
於
て
は
物
質
生
活
は
側
め
て
震
大
友
問
題
と
な
る
こ
と
討
を
ま
た
担
。
然
ら
ば
管
干
に
於
て
そ

れ
は
如
何
に
あ
る
で
あ
ら
う
か
。

及
び
資
本
の
一
二
要

素
の
上
に
成
伝
つ
己
と
ん
F

川
何
人
も
異
議
を
挟
ま
ね
と
こ
ん
か
と
思
ふ
が
、
百
々
は
管
子
に
於
て
既
に
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と

2
 

併
す
る
と
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
蓋
L
、
特
イ
に
於
て
、
『
地
者
。
荷
物
之
本
由
。
諸
生
之
縦
一
定
也
。
』
「
不
止
仰
天
時
。
則
財
不

生
。
不
務
地
利
。
則
合
康
不
伽
o
』
『
山
保
林
薮
砧
草
。
犬
財
之
問
山
川
叩
』
と
-
一
え
る
は
師
生
士
山
の
要
素
と
し
て
の
白
然
を
認
識
せ
る

も
の
で
あ
り
。
次
い
で
、
『
点
械
器
以
使
高
蜘
。
』
『
推
引
銚
梓
以
首
剣
戟
故
耕
器
具
則
戦
器
丸
。
』
「
器
純
巧
、
則
伐
一
印
不
一
品
。
」

と
一
日
へ
る
を
讃
む
時
は
、

h
u

々
は
そ
己
に
生
産
の
要
素
と
し
て
の
資
本
の
草
要
性
に
針
す
る
剖
併
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、

一

「
χ
ド
之
所
生
。
生
於
則
力
。
別
力
之
所
生
。
生
於
品
川
十
』
「
一
長
不
耕
o
u
I
J
議
之
飢
。
一
丈
不
級
氏
或
鴻
之
し
静
。
」
『
民
欲
逸
而
敬

之
以
持
。
持
教
定
而
閣
官
。
』
と
諭
十
る
に
あ
ふ
て
は
、
印
生
産
の
要
素
左
し
て
持
働
心
快
〈
.
へ
か
ら
ざ
る
己
と
を
指
摘
せ
る
も
の
と

-
忠
ふ
に
凡
そ
物
質
生
日
は
生
深
と
消
貨
の
統
一
過
料
に
於
て
成
り
l

凡
ち
、
先
づ
生
時
は
日
然
(
土
地
)
、
界
働
、

認
め
ね
ば
な
ら
由
で

b
ら
う
。

そ
し
て
生
産
白
要
素
と
し
て
勢
働
白
快
〈
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、

そ
れ
よ
り
し
て
、

M
労
働
の
七
梢
た
る
崎
町
働
者
の
衆
多
た

る
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
人
口
論
が
考
究
せ
ら
れ
、
や
が
て
努
働
能
率
の
増
進
が
問
題
と
な
り
、
途
に
分
議
論
白
展
開
を
み

る
に
五
る
こ
と
論
迎
の
必
然
の
後
民
で
る
る
が
、
山
門
R
f
に
あ
り
で
は
勿
論
人
口
業
多
を
重
要
問
す
る
と
と
は
書
中
随
所
に
己
れ
を
見

骨
子
の
紐
済
思
想

第
五
十
二
巻

第
四
挽

ヨ玉

四
= 

じ
。

。
捕
七

。
一
度
f

六
第
挟
帯

捧
民
、
法

法牧一一一兵

七
、
十
、

、一一一六

二
第
静
静

岱
巻
告
巻

子
子
子
子

骨
骨
骨
骨

22) 
24) 
26) 
28) 

骨子巻第一、構昨第三。
骨子巷第十l引、フk地第三 f九。
7辛子巻第一.立政事問。
皆子巻第寸 b、禁蔵第子i コ。
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智
子
白
組
済
思
想

弾
五
十
二
巻

プす

信
用
凶
揖

間
三
四

同
す
と
と
が
で
昔
る
が
、
人
口
論
と
し
て
特
K
m
m
意
す
べ
き
程
白
論
議
は
見
出
し
難
い
。
但
し
分
業
に
就
い
℃
は
相
常
に
と
れ
を
軍

引
開
せ
る
と
止
は
管
子
に
於
て
弐
心
言
あ
る
に
よ
り
て
己
れ
を
う
か

Y
ふ
と
と
が
で
き
よ
う
。

十
農
工
肉
凶
民
者
、
閣
之
石
民
也
。
不
可
値
雑
底
。
雑
品
別
其
言
時
。
其
事
飢
。
是
故
型
王
之
島
士
品
民
間
喋
。
虚
佳
品
就
同
控
。
蕗
立
必
就
官
府
。

判
明

島
内
、
品
就
子
井
。

幼

少
而
習
潟
、
其
心
安
罵
、
不
見
持
物
而
撞
昔
、
是
故
父
兄
之
敬
、
不
市
而
成
、
其
子
議
之
串
、
不
努
而
龍

川

5

m

m

'

m

 

と
云
ひ
、
従

τ『
是
故
農
之
子
山
市
酬
と
と
一
五
日
立
礼
口
市
て
之
子
常
工
』
と
云
ひ
「
是
故
商
之
子
常
商
」
と
一
吉
ム
。

そ
し
て
と
れ
に
よ
り
て
こ
れ
を
み
れ
ば
、
管
子
が
分
業
主
主
ん
ぜ
る
所
以
は
父
子
相
偉
一
事
に
専
念
し
て
ま
ち
凡
他
を
顧
み
ね
と
こ
ム
リ

に
技
術
白
進
歩
、
能
率
の
増
進
が
招
来
せ
ら
れ
る
と
す
る
恥
に
あ
る
と
す
る
を
得
ペ
〈
、
そ
と
に
ア
グ
ム
・
ス
ミ
ス
が
分
業
白
利
盆

に
就
い
て
述
ぶ
る
と
こ
ろ
と
相
通
十
る
も
の
は
興
味
宇
一
引
く
に
足
る
。

か
く
管
子
は
士
農
E
商
の
日
開
別
に
於
て
分
業
主
認
む
る
以

k
は
、
上
農
工
商
白
何
れ
を
も
必
要
在
り
と
す
べ
き
筈
で
あ
る
が
、
戸
川

も
再
々
は
智
子
に
怠
り
で
は
農
業
が
特
に
重
要
叫
せ
ら
れ
る
を
庁
定
せ
ざ
る
を
得
由
。
査
し
管
子
忙
於
て
青
々
は
「
五
穀
食
米
。
民

7

一

之
司
命
也
o

黄
金
刀
幣
。
氏
之
通
施
也
o
』
『
凡
五
穀
符
。
高
刷
物
之
主

ι。
』
『
務
五
穀
一
則
合
引
に
a

警
荒
川
肺
育
六
指
一
則
パ
昼
間
。
』
『
庶
人
耕

農
樹
息
罰
則
一
川
用
【

ho』
と
あ
る
を
茂
み
、
又
次
の
如
主
号
室
耐
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
日
〈
、

夫
富
岡
(
品
)
栗
生
世
農
。
故
先
王
貴
之
。
凡
鵠
岡
之
念
者
。
唱
先
禁
末
作
文
巧
。
末
作
文
巧
禁
。
則
民
無
所
瀞
食
。
民
鵠
所
携
食
則
也
民
。
民
事
農

則
同
需
。
同
型
則
粟
事
。
栗
多
則
閣
官
。
閣
情
者
具
強
。
時
間
強
者
職
勝
。
職
勝
者
地
虞
。

農
事
帯
別
入
粟
多
。
入
栗
多
則
困
甫
。
同
前
期
安
郷
重
家
。
山
宮
郷
軍
家
別
雌
樺
静
易
習
。
般
車
移
民
。
亙
於
韓
之
。
而
民
不
思
也
。
此
掛
粟
之
功
也
。

』
不
利
農
則
栗
少
。
栗
山
ア
則
人
質
。
人
貧
則
輯
家
。
檀
家
別
品
去
。
易
去
則
上
令
不
能
品
行
。
上
令
不
能
品
行
。
則
禁
不
能
必
J
。
禁
不
能
品
止
別
職

不
必
勝
。
守
不
品
同
失
。
夫
令
不
品
行
。
融
周
不
払
止
。
味
不
必
勝
。
守
不
品
間
。
骨
之
日
寄
生
之
君
。
此
向
不
利
農
φ
栗
之
持
也
。
来
帝
王
者
之
本
事

也
。
人
主
之
大
空
何
人
之
塗
。
治
国
之
蓮
動
。

千八帯
。
。
。

申
十

f
↓

重
三
二
三

極
体
構
館

、
巨
匠
匡

=
一
小
小
小

十
、
、
、

二
八
八
八

第
館
館
館

春
巻
巻
巻

子
子
干
子

骨
管
管
智

)
〕
〕
)

一。
2
4
β

3
3
2
3
 

管干岱第五、八盟都千三。
骨子益事事十七、禁議第五十三。
特子巻帯八、，J、医帯二十。
智子巻第八、小医第二十。
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l
不
町
本
事
。
則
末
産
不
禁
。
不
禁
末
査
。
則
民
緩
於
時
車
両
極
地
利
。
趨
地
利
而
求
川
野
之
砕
。
合
鹿
之
賞
。
不
可
得
也
。

明
王
之
称
。
十
作
掛
強
本
事
。
去
無
用
。
品
開
後
民
一
吋
使
官
。

然
ら
ば
そ
の
重
農
論
は
如
何
に
し
て
貸
現
す
る
と
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
換
一
日
ず
れ
ば
そ
の
草
良
策
は
如
何
に
あ
る
か
と
い
へ
ば

一
、
[
地
開
梨
、
二
、
水
利
開
通
、
及
び
=
一
、
日
山
力
制
養
の
諸
政
策
に
あ
る
も
の
h

如
く
で
あ
る
。
印
、
例
へ
ば
、

同
時
墾
而
閤
ロ
白
島
。
』
『
同
課
則
粟
多
。
粟
多
川
岡
市
品
。
』
と
論
ぜ
ら
れ
る
は
、
印
土
地
開
酬
明
を
設
け
る
も
の
で
あ
り
、

「
講
演
遂
於
際
、
降
水
安
共
施
d
』
『
準
水
探
。
利
肢
滞
。
決
濡
消
。
潰
泥
滞
。
泊
殿
山
問
。
慎
法
師
向
。
」

I
C
設
け
る
に
於
て
は
一
山
々
は
そ

の
水
利
開
通
論
を
見
る
を
得
ぺ
く
、
そ
し
て
最
後
に
例
へ
ば
、
『
無
李
氏
時
。
則
白
姓
官
。
』
『
勤
勉
目
的
使
力
付
幅
…
伶
。
懐
山
柴
{
乱
{
布
。

亘
去
郷
里
。
」
と
あ
る
に
於
て
五
口
々
は
そ
の
民
力
桶
養
論
を
う
か
ピ
ふ
己
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

『
新
潟
政
者

G

又
例
へ
ば
、

か
く
管
ヲ
は
草
農
論
を
把
持
し
、
重
盛
策
を
提
起
す
る
。
岬
聞
か
し
た
が
ら
管
干
は
同
時
に
工
業
心
重
要
牲
を
然
副
ず
る
も
の
で
も

な
い
。
そ
れ
は
管
子
が
生
産
の
要
素
た
る
狩
働
に
於
て
、
そ
り
能
率
増
進
白
重
大
契
機
と
し
て
分
業
を
認
む
る
以
上
必
然
に
到
設
す

べ
き
蹄
結
で
泣
け
れ
ば
在
ら
ぬ
こ
と
は
さ
き
に
も
一
寸
ふ
れ
た
と
と
ろ
の
如
〈
で
あ
る
が
、
又
同
じ
く
生
産
白
要
素
y

と
し
て
の
資
本

h
q
L

認
む
る
己
と
先
に
漣
ペ
た
る
と
己
ろ
の
如
〈
で
あ
る
附
よ
り
す
る
も
そ
れ
は
亦
首
然
と
す
る
と
己
ん
で
在
け
れ
ば
た
ら
ぬ
。
然
し

管
干
の
一
工
業
章
一
叫
は
車
に
資
本
生
産
部
門
の
章
一
腕
に
と
ピ
ま
ち
ゃ
，
、
さ
ち
に
直
接
消
費
財
の
生
理
部
門
に
就
い
て
も
こ
れ
を
う
か
ピ

「
一
女
不
級
。
民
有
潟
v
之
室
町
ト
』

白
何
を
想
起
す
れ
ば
容
易
に
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
に
崩
す

る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
等
し
〈
直
接
消
費
財
の
中
に
あ
り
て
も
特
に
武
器
に
於
て
著
し
い
と
と
は
突
に
引
〈
諸
何
の
示
す
如

ひ
う
る
こ
と
例
へ
ば
党
に
引
け
る
、

〈
で
あ
る
。
日
く

臼

器
械
巧
。
則
伐
而
不
貴
ロ
翁
兵
之
敷
ロ
存
乎
媒
尉
、
而
則
無
曲
、
存
乎
論
工
、
而
工
無
敵
、
存
乎
制
器
。
而
器
無
敵
。
選
天
下
ヰ
豪
傑
。
畳
天
下
之

骨
子
白
経
済
思
想

第
五
十
二
巻

第
四
競

四=一宜

-li 

管 F巻第二十二、岡蓄第七 f.""。
智子容第三、五輔第十 o

骨子を第一、模悼樟=。

，8) 
40) 
42) 

骨子杏第二十二、図書第七十三。
智子巻第一、牧民第一。
智子寄帯十五、油圏第四十人。
骨子巻第=、五輔第十。
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管
干
の
祖
静
思
想

第
五
十
二
番

静
岡
龍

A 

凶
一
一
一
六

精
U

判
。
来
天
下
之
内
且
工
。
別
有
職
勝
之
器
動
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
戦
闘
時
代
と
稀
せ
ら
れ
る
常
時
の
世
欣
を
忠
ふ
と
き
怪
し
む
を
要
せ
ぬ
と
と
る
と
い
ム
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

か
〈
管
子
は
分
業
キ
一
就
く
が
、
分
業
は
協
議
に
ま
で
集
化
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
や
、
そ
し
て
介
業
む
集
化
せ
ら
れ
る
と
と
ろ
に
流
通

が
成
り
立
つ
が
、
流
通
の
可
能
形
態
は
配
給
と
交
易
に
於
て
見
向
さ
れ
る
。
従
て
管
子
-
K
於
て
も
ま
た
流
通
論
の
展
開
を
見
る
こ
と

冒
ど
友
る
が
、

そ
れ
は
't
易
論
と
し
て
現
は
れ
る
そ
し
て
そ
れ
は
分
業
の
集
化
は
先
づ
交
易
に
於
て
滞
日
現
す
る
が
白
然
の
粧
路
で
あ

り
、
支
那
に
於
て
も
亦
そ
の
例
外
主
見
た
か
っ
た
に
よ
る
こ
と
を
忠
へ
ば
別
に
怪
し
む
に
設
ら
む
で
あ
ち
う
。

そ
し
て
交
易
は
偶
務
的
例
外
的
の
そ
れ
よ
り
、
ト
帆
常
的
原
則
的
友
そ
れ
に
進
む
の
が
、
そ
の
竣
展
の
常
道
で
あ
る
が
、
川
聞
が
分
業
、

に
入
れ
ば
そ
れ
は
泊
然
に
恒
常
的
原
則
的
に
で
準
ま
ね
ば
た
ら
ね
。
そ
し
て
究
易
が
恒
常
的
原
則
的
に
進
め
ば
交
易
の
機
闘
た
る
所

謂
市
の
出
現
を
見
る
告
で
あ
る
。
そ
れ
で
信

T
も
亦
市
に
糊
し
て
論
宇
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
於
て
管
子
は
巾
の
必
要
且
草
要
な
る
こ

と
を
説
く
が
、
そ
れ
は
分
業
を
誠
く
管
子
と
し
て
荒
し
位
向
然
の
議
論
で
た
け
れ
ば
た
ら
由
。
印
刊
ふ
o

M4 

布
者
天
地
之
財
具
也
。
而
寓
人
之
所
利
向
利
也
闘
者
諦
侯
正
陣
陵
也
。
同
外
悶
之
門
戸
也
。

市
者
。
可
以
知
治
説
。
可
以
知
多
募
。
同

72出活

ML。
布
也
者
勤
也
。
勤
者
所
以
旭
川
。

然
る
に
交
易
の
俊
民
は
干
が
て
市
主
以
て
満
足
せ
や
し
て
商
業
の
な
場
主
促
す
忙
至
る
と
と
粧
消
史
の
設
す
る
と
こ
月
で
、
主
那

に
於
て
も
管
子
の
も
の
岸
れ
た
呂
戟
岡
山
の
時
代
に
入
る
と
漸
〈
そ
白
隆
盛
を
見
る
と
と
と
な
る
。
そ
れ
で
管
ー
は
ま
た
商
業
に
就
い

て
も
前
十
る
に
至
る
の
己
と
む
し
ろ
あ
た
り
ま
へ
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
在
ら
む
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
モ
れ
は
如
何
に
論
ぜ
ら
れ
る

か
と
い
へ
ば
、
特
子
は
先
づ
『
高
物
通
則
高
物
還
。
荷
物
漣
則
荷
物
股
。
持
物
校
則
荷
物
吋
同
突
。
知
荷
物
之
可
同
而
不
同
者
。
痛
や

於
於
天
下
。
』
止
説
い
℃
商
業
が
安
く
民
ひ
J

向
く
資
り
以
て
そ
の
問
忙
利
を
と
る
と
と
に
於
て
、
成
立
す
る
所
以
を
活
ぶ
る
と
と
に
よ

八f
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り
そ
の
本
質
主
明
に
す
る
。

然
ら
ぽ
安
い
と
い
び
、
高
い
と
い
ム
そ
の
物
の
債
の
高
低
は
何

ι基
く
か
と
い
へ
ば
、
管
子
は
そ
れ
を
所
謂
慣
格
決
定
忙
於
け
る

需
要
供
給
設
に
節
す
る
こ
と
失
の
何
に
よ
札
て
知
る
を
得
る
で
あ
ら
う
。
日
く
、

夫
物
多
則
漣
。
震
刈
貴
。
散
別
輯
。
来
則
重
。
人
君
矧
其
品
。
故
耐
困
之
哉
不
足
。
而
桐
其
財
物
。
輯
旋
則
以
幣
予
食
。
布
吊
購
則
は
幣
予
衣
。
柄

拘

物
之
轄
重
。
而
御
之
以
准
。
故
貴
賎
可
制
。

そ
し
で
こ

D
商
業
を
以
て
軍
要
な
る
も
の
と
論
断
す
る
己
と
は
前
遁
の
如
く
介
業
を
締
じ
、
ー
農
工
商
を
い
ふ
管
子
に
於
て
山
品
然

の
師
絡
で
泣
け
れ
ば
た
ら
白
と
と
み
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
五
口
々
は
そ
れ
を
例
へ
ば
次
の
何
に
於
て
う
か
が
ふ
己
と
が
で
き
る
。
日

杭
守
其
数
。
推
平
其
棟
。
動
於
来
形
而
宇
事
巳
成
。
物
一
也
而
十
。
是
九
矯
用
。
役
疾
之
教
師
担
亘
之
策
也
。

半
。
而
麗
問
。
以
五
操
事
。
在
君
之
世
帯
。

一
巧
以
鵠
f
。
卜
可
以
矯
町
。
引
イ
之

そ
し
で
管
干
の
商
業
論
は
濁
り
闘
内
商
業
に
と
ど
ま
ら
十
さ
ら
に
外
岡
貿
易
に
ま
で
展
開
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
忙
あ

る
か
と
い
へ
ば
、
吾
々
は
そ
れ
が
一
三
つ
の
立
場
よ
り
論
ぜ
ら
れ
る
を
知
る
。
た
づ
第
一
は
封
内
策
と
で
も
い
ふ
ぺ
き
な
場
で
あ
っ
て

郎
、
園
児
の
租
枕
を
負
捨
を
艇
減
し
、
そ
の
代
り
に
閲
費
の
財
源
を
外
岡
貿
易
の
も
た
ら
す

E
利
に
求
め
む
と
す
る
も
の
で
‘
そ
れ

は
例
へ
ぽ
次
の
一
旬
友

E
に
於
て
こ
れ
を
う
か
が
ぴ
得
る
で
あ
が
う
。
日
く
、

善
矯
国
者
。
如
金
石
之
相
間
帯
。
重
鈎
則
金
閣
。
放
治
樺
則
勢
章
。
治
遁
削
勢
蹴
o
A
T
輯
軍
於
再
闘
。
樫
於
天
下
。
則
前
便
之
宵
冊
。
如
原
水
之
就
F
。

故
物
重
則
至
。
駆
則
去
。
有
以
重
至
而
鞠
島
市
有
。
我
一
割
而
錯
之
。
天
下
部
己
於
き
到
。

普
盛
岡
者
、
守
其
瑚
之
町
、
揚
之
以
南
下
。
控
之
以
徐
疾
。

一
可
以
鵠
百
。
末
常
籍
於
民
。
而
使
用
蒋
阿
梅
。
此
調
守
物
而
嗣
天
下
也
。

申
叫
に
第
二
位
針
外
策
と
で
も
い
ふ
べ
き
立
場
で
、
外
岡
貿
易
を
利
用
し
て
外
岡
山
総
消
を
撹
飢

L
、
以
て
と
れ
を
自
己
に
隷
属
せ

管
子
町
純
情
思
想

第
五
十
一
一
番

問一一「七

第
四
蹴

九

管子第二、七法第六。
管子巻第九、問第二十四
管子巷第 f二、修幌第三十五。
管子巻第二十二、国蓄第七十三。

52) 
54) 
56) 
58) 

十五

。

第

十

問

八

。
小
。
第

七
、
五
甲

十
六
第
重

第
寸
馬
恒

法
第
乗
一
一
一

兵
議
、
卜

、
者
一
一
一

六
平
第
第

第
巻
寄
巻

子
子
子
子

管
管
管
官
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)
)
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背
干
の
融
静
思
想

第
五
十
二
巷

第
四
棋

四一-一入

凶
O 

し
め
ん
と
す
る
に
出
宇
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
管
子
は
そ
れ
に
就
い
て
屡
述
ぺ
て
ゐ
る
が
今
そ
の
一
例
を
あ
げ
れ
ば
次

D
如
く
で

あ
る
。
臼
〈
、

桓
盛
岡
於
智
子
目
。
莱
苗
興
柴
田
相
井
。
錦
之
奈
何
。
管
子
封
日
。
来
菌
之
山
生
柴
。
君
其
串
白
徒
之
卒
。
鋳
旺
山
之
金
。
以
鶏
幣
。
蓋
来
志
柴
賀
莱

君
聞
之
。
告
左
右
目
。
金
幣
者
。
人
之
所
重
也
。
柴
者
。
吾
岡
之
奇
問
也
。
以
帯
岡
之
奇
問
。
議
曹
之
重
賓
。
則
時
可
井
也
。
莱
却
輯
農
而
恰
柴
。
管

昭

子
卸
令
隔
朋
反
農
。
二
年
桓
公
止
柴
。
来
苗
之
耀
三
百
七
十
。
斉
調
十
銭
。
莱
宮
之
民
降
帯
者
。
十
分
之
七
。
二
十
九
月
。
来
高
之
君
前
服
@

最
後
に
但
し
重
要
性
に
於
て
は
必
十
し
も
前
二
者
に
譲
ら
ざ
る
と
こ
ん
白
所
謂
民
自
意
味
の
貿
易
の
立
場
で
他
凶
よ
り
閏
閣
の
必

市
宮
口
聞
を
輪
入
せ
む
と
す
る
も
の
で
あ
る
ロ
例
八
ば
、
管

T
に、

勝
魯
之
栗
釜
百
。
則
使
吾
閤
之
華
子
。
膝
魯
之
栗
。
凹
読
而
師
於
我
。
若
下
保
各
。
彼
諸
侯
之
厳
十
。
使
吾
国
穀
二
寸
。
則
諸
侯
穀
蹄
於
我
国
央
。

と
あ
る
が
如
脅
は
却
そ
れ
で
あ
る
と
解
す
る
を
得
る
で
あ
ら
う
。

就
に
交
易
が
商
業
に
迄
進
め
ば
そ
己
に
は
交
易
白
媒
介
物
と
し
て
貨
幣
が
出
現
す
る
は
東
西
そ
の
撲
を
一
に
す
る
と
と
る
で
あ

り
、
支
那
に
於
て
も
管
子
白
作
ら
机
た
る
戦
闘
時
代
に
は
貨
幣
の
山
現
在
見
一
」
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
こ
に
管
子
に
於
て
貨
幣
が

論
ぜ
ら
れ
る
は
怪
し
む
を
要
せ
血
。
然
ら
ば
そ
れ
は
如
何
に
論
ぜ
ら
れ
る
か
。
管
子
は
先
づ
貨
幣
の
本
質
が
交
換
の
媒
介
物
な
み
黙

に
存
ず
る
を
認
め
て

五
椴
食
品

2
2有
企
曲
。
黄
金
万
幣
民
IZ
語
施
也
。
故
著
者
執
其
遇
施
。
以
栴
其
司
命
。
故
民
力
可
以
得
}
町
議
払

玉
起
於
両
氏
。

A
F
起
於
放
漢
。
珠
起
於
赤
野
。
東
西
南
北
昨
周
七
千
八
百
里
。
ホ
紹
壊
断
。
舟
車
不
話
。
先
王
錫
其
金
之
遺
。
其
至
之
難
、
故
託
用

ト
ル
ぞ

於
其
重
。
先
王
以
珠
玉
錦
上
幣
。
黄
金
錦
中
幣
ρ
刀
帯
矯
下
帯
。
握
之
非
有
補
於
焼
也
。
食
之
非
有
梢
掛
曲
也
。

、

町先
王
以
守
財
物
。
以
御
民
事
。
而
平
天
下
。

是
以
命
之
日
衛
者
、
使
鞠
一
高
一
下
、
不
得
有
調
也
。

四
六

八
十
十

十
八
七

綜脚
度
重
豆

按
軽
山

=一四ニ

ナ
ナ
ナ

一一一一一一

第
革
帯

巻
各
巻

子
子
チ

管
管
管

60) 
62) 
64) 。

。
ヨ
。

五
十
一

十
八
十

七
第
八

第
T
t
F

較
巻
乙

樺
重
草

山
軽
軽

、
、
、

二四一一一

十
十
十

一一一一一一

第
第
第

書
巻
巻

子
子
千

管
管
管
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彼
幣
重
則
寓
物
担
、
幣
輯
則
寓
物
品
阜
、
人
君
操
離
白
星
街
、
而
天
下
可
申
予
断
。

と
断
じ
、
進
ん
で
貨
幣
と
一
般
財
貨
と
の
閥
係
に
及
ん
で
所
謂
貨
幣
数
量
設
を
展
開
す
る
己
と
こ
れ
を
充
の
何
に
於
て
う
か
が
ム
を

得
る
で
あ
ら
う
。
日
〈
、

、J今
万
布
藤
於
官
府
、
巧
幣
寓
物
檀
重
。
右
頁
之
@
彼
幣
重
而
寓
物
盤
。
幣
輯
寓
物
重
。
彼
幣
重
而
寓
物
之
揮
。
人
君
操
穀
幣
金
冊
。
而
天
下
可
定

跡
。

黄
金
者
。
則
之
量
也
。
排
於
黄
金
之
冊
。
則
知
修
像
。
知
格
般
則
白
川
足
実
。
故
憤
則
傷
4
0
停
川
傷
賞
。
倫
則
金
賭
。
人
情
賎
則
事
不
成
。
故
傷
事

樺
則
金
賞
。
金
貴
別
賞
題
。
故
傷
ム
則
。

凡
五
融
高
噛
之
主
也
。
穀
貴
則
高
物
必
一
時
。
椴
院
高
物

ι先。

モ
し
て
と
の
最
後
の
引
例
に
於
け
る
穀
は
貨
幣
と
併
す
べ
き
で
あ
る
c

荒
し
蛍
時
穀
は
物
品
貨
幣
で
あ
っ
た
止
忠
ム
が
、
穀
と
幣

と
の
闘
係
は
な
ほ
今
日
に
於
け
る
硬
貨
と
軟
貨
の
そ
れ
の
如
く
観
る
を
得
ぺ
き
と
と
弐
の
伺
が
こ
れ
を
読
す
る
と
な
し
得
る
で
あ
ら

ぅ
。
臼
〈
、

君
有
山
。
山
有
企
。
以
立
幣
。
出
幣
措
暫
。
故
凶
穀
斯
右
上
。
蔵
買
何
倍
。
農
夫
夜
緯
蚤
起
。
不
符
見
位
、
五
穀
十
倍
。
士
宇
韓
両
托
君
。
農
夫
夜

時
蚤
起
。
力
引
而
幅
一
J
o
彼
著
符
園
者
。
不
H
伎
之
。
候
不
明
付
不
位
。
不
日
貧
之
。
値
不
特
不
酌
。

生
産
せ
ら
れ
た
る
財
貨
は
交
易
虻
よ
り
て
消
費
者
の
千
に
到
る
が
、
そ
の
消
費
者
の
手
に
於
村
る
あ
り
か
た
が
問
題
で
、
そ

E
K

町
問
調
分
配
問
題
が
起
き
る
。
そ
し
て
管
了
は
そ
れ
に
ふ
れ
る
と
昔
、
過
多
も
池

φ
も
皮
を
過
ぎ
る
限
り
不
可
友
り
と
し
て
、
『
貧
官

"“
 

無
皮
則
ル
ベ
』
と
諭
中
る
。
モ
し
て
そ
の
根
撲
は
そ
り
国
家
十
主
義
に
基
く
こ
と
管

7
K
次
の
何
あ
る
に
よ
り
て
己
れ
を
知
る
と
正
が
で

き
よ
う
。

H
く
、
「
甘
空
白
不
能
使
、
甚
貧
y
h
・
知
不
知
恥
。
」
然
ら
ば
分
配
の
不
平
均
、
貧
富
の
土
う
で
牛
や
る
は
何
に
問
す
る
か
と
い

へ
ば
、
管
子
は
と
れ
を
富
者
の
併
殺
に
蹄
し
、
貧
者
の
生
や
る
は
財
の
不
足
に
非
や
と
設
く
こ
と
吠
の
如
〈
で
あ
る
。
日
く
、

管
子
の
桓
揖
思
想

第
凶
腕

E且

第
五
十
二
審

回

ヌし

管子巻第二十二、岡蓄第七十三
智子容第二十二、山至般第七十六。
智子容第二十二、図蓄第七十三。

師

同

問

管子容第二十二、園蓄第七十三。
骨子イ曇第三十二、山至重量皆七十六。
管子巻第一、乗馬第宜。

5
7
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菅
子
町
極
醐
思
想

第
五
十
二
巻

第
四
醜

凶
凹

O

PL] 

民
人
所
会
、
人
有
若
干
歩
畝
之
教
央
。
計
本
量
吾
則
且
央
。
熟
而
民
有
飢
餓
不
食
者
。
何
也
。
輯
有
所
蔵
也
。
人
君
鋳
銭
立
帯
。
民
庶
之
描
地
也
。

人
有
若
干
百
千
之
魁
央
。
時
町
人
事
不
及
。
川
不
足
者
n

何
也
。
利
有
所
井
也
。
摂
別
人
民
非
龍
散
積
揮
。
鈎
羨
ポ
足
。
八
刀
井
肝
利
。
帽
澗
叫
同
事
也
。

的

畑
君
雄
鹿
本
趨
耕
。
而
自
矯
鋳
帯
同
無
己
。
乃
今
使
民
下
相
役
耳
。
烏
龍
叫
矯
泊
乎
。

市

A
，
君
輔
銭
立
幣
。
民
話
於
地
。
人
有
百
什
之
投
。
然
耐
民
有
賀
子
者
何
也
。
問
有
所
併
也
。

A
3
7

君
輔
錦
立
都
民
遁
移
。
大
宵
百
十
之
教
。
鶴
岡
見
ゐ
子
曹
者
何
也
。
町
有
所
井
也
。

然
ら
ば
併
殺
は
畑
何
忙
し
で
成

t
す
る
か
と
い
へ
ば
、
管
子
は
、
経
内
界
に
縫
動
あ
り
、
有
徐
不
足
に
よ
り
て
債
格
高
低
し
、
モ

し
て
人
に
強
弱
賢
晶
の
別
あ
り
、
よ
く
機
に
投
じ
て
利
す
る
者
と
、
機
を
止
へ
し
て
損
ず
る
符
あ
る
に
よ
る
'
と
す
る
。
今
管
子
む
丈
を

引
け
ば
帥
左
心
如
く
で
あ
る
。
円
く

歳
有
兇
穣
。
故
韓
有
責
版
。
食
有
緩
急
。
故
有
物
極
量
。
品
開
同
人
君
不
能
治
。
故
世
蓄
賀
選
市
。
柔
民
之
不
給
。
宵
倍
其
本
。
分
地
若
一
。
強
者
能

守
。
分
肘
若
一
。
智
者
能
牧
。
持
者
有
什
倍
人
之
胡
o

愚
者
有
不
出
脚
本
之
事
。
持
而
人
君
不
能
謝
。
故
民
有
~
白
倍
之
生
也
一
J

夫
民
官
同
則
不
可
以
時
値
也

貧
則
不
可
以
罰
成
也
。
法
令
之
平
行
。
高
田
之
不
治
。
叫
貧
官
之
不
脊
也
。
蛇
一
則
人
君
非
龍
散
積
。
鈎
器
不
足
。
分
井
川
判
而
調
民
事
也
。
則
君

雄
本
趣
耕
。
而
自
活
鋳
帯
而
無
己
。
市
今
使
民
下
相
役
耳
。
謹
龍
以
錦
治
乎
。

そ
う
す
る
と
、
併
殺
を
抑
隈
し
、
よ
り
て
貧
富
白
懸
阿
友
か
ら
し
め
、
以
て
分
配
の
均
平
を
計
る
心
注
如
何
が
山
智
子
に
於
け
る
問

題
で
左
け
れ
ば
な
ら
む
わ
け
で
あ
る
が
、
管
子
は
そ
れ
は
一

κ刺
草
家
に
侠
つ
べ
し
と
し
て
、

桓
骨
問
於
管
子
円
。
今
歓
調
高
下
。
分
井
財
。
散
積
案
。
下
品
罰
則
世

H
晶
車
両
燕
止
。
蓄
犠
議
議
而
不
息
。
貧
賎
鰍
寡
濁
岩
不
興
得
話
。
散
之
有
誼
。
分

之
有
数
乎
。
管
子
封
目
。
唯
輯
重
之
家
信
能
散
之
耳
。

と
い
ふ
が
、
更
に
園
家
白
ら
経
済
界
の
調
節
に
乗
り
向
し
て
そ
の
利
を
収
む
べ
し
と
す
る
こ
と
弐
に
引
く
加
し
。
日
〈
、

凡
軽
重
之
大
利
。
以
重
射
師
明
。
以
賎
世
平
。
寓
物
之
荷
車
随
尉
。
准
平
而
不
要
。
荷
組
則
重
見
。
人
君
知
其
然
。
故
守
之
以
推
平
。
使
高
室
之
輔
。

管予巻第三、五輔第-1。
管子者第二 f二、剛警帯七 1三。
智子巻第二「三、轄重甲第八 1-。

72) 

74) 
76) 

五十
。
。

七
五
五

第
十
十

敷一三一一

主
事
第

山
曝
瞬

、
修
修

十
二
二

二
十
十

第
構
第

巻
巻
巻

子
千
子

管
腎
管
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必
有
高
位
之
由
摘
。
識
捌
千
高
。
値
千
室
之
都
。
品
有
子
師
之
議
。
議
拙
百
高
。
春
以
車
耕
。
夏
以
車
転
。
来
耕
械
器
鈍
穣
間
走
。
脇
市
眠
時
於
君
。
故
大

賀
苔
家
不
得
豪
奪
吾
民
央
白

夫
氏
有
品
開
則
樫
之
、
故
人
君
敬
之
は
師
明
、
民
不
足
則
重
之
、
故
人
君
散
之
以
重
、
鍬
積
之
以
韓
、
散
行
之
以
重
、
故
君
品
有
刊
倍
之
利
、
而
悶
之

同
加

減
可
得
而
平
也
。

そ
し
て
岡
家
自
ら
経
済
界
に
乗
り
出
し
で
そ
の
利
を
牧
む
べ
し
と
す
る
論
は
応
に
引
け
る
そ
の
一
外
岡
貿
易
論
、
ま
た
後
に
諭
や
る
そ

の
専
貰
論
と
照
躍
す
る
こ
と
は
抗
意
に
依
す
る
。

分
配
せ
ら
れ
た
る
宮
は
消
費
せ
ら
れ
る
。
然
ら
ば
治
資
に
就
い
て
は
管
子
は
如
何
に
考
へ
る
か
。
今
管
干
の
消
費
に
就
い
て
考
ふ

る
と
乙
ろ
を
う
か
が
へ
ば
、
五
円
々
は
そ
と
に
儒
道
墨
の
諸
思
想
が
品
川

E
皆
と
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
む
を
認
め
ざ
る
を
得
由
。
郎
、
山
mw

子
は
存
修
を
戒
め
倹
約
白
要
を
説
い
て
、
『
人
惰
而
修
則
貧
力
而
倹
則
宮
』
と
い
ひ
、
又
は
、

国
静
則
用
費
、
用
費
則
民
貧
、
民
貧
則
制
智
生
、
好
智
生
則
邪
巧
作
。
故
好
邪
之
所
生
、
生
於
出
不
足
、
民
不
足
之
所
生
、
生
於
修
。

と
い
ひ
、
然
し
左
が
ら
且
聞
に
走
る
は
非
左
り
と
し
て

帯
用
肘
o
慣
施
報
。
奈
川
明
章
。
故
用
財
不
可
以
荷
。
用
力
不
可
苦
。
周
目
州
事
川
刑
費
。
用
力
苛
則
恥
。

凶
伺

位
則
傷
事
、
停
則
傷
賞
、
貨
帝
町
後
知
不
足
、
h

話
不
知
量
也
。
事
己
而
後
知
貨
之
有
館
、
是
不
知
筒
也
。
f

小
知
量
、
不
知
節
、
不
明
骨
謂
之
宥
託
。

そ
し
て
消
費
に
於
て
無
用
の
費
、
無
補
の
功
を
陵
し
て
費
利
寅
ハ
砕
を
向
ぴ
、
『
能
節
寸
山
安
遁
車
輿
以
官
滅
。
則
同
必
官
同
コ
』
と
い
ひ
、

或
は
ま
た

明
君
制
宗
廟
。
足
以
設
賓
問
。
不
求
其
美
。
錦
宵
型
台
鮒
。
足
以
挫
燥
謹
塞
暑
。
不
求
其
大
。
局
彫
文
刻
銀
。
足
以
排
貴
賎
。
不
求
其
嗣
陣
。
故
良
夫

不
央
其
時
。
百
工
否
光
景
制
。
内
相
暗
駿
利
。
量
刑
叫
昨
日
。
財
無
ほ
増
。
故
一
同
俄
其
泣
か

故
立
身
於
中
。
養
有
節
。
官
室
足
以
避
蝶
揮
。
飲
食
足
以
和
血
集
。
衣
服
足
以
適
提
答
。
繭
儀
以
足
排
貴
腿
。
世
虞
且
以
護
欣
。
柑
榔
足
以
枯
骨

管
子
白
経
博
思
想

等
五
十
二
巻

体
四
都

E~I 
P可

FLJ 

骨子容第二「三、樫重甲第八 r-，
1t-子容第二十二、闘蓄第七寸三。

78) 
80) 

符子巻第二十二、同蓄第七十三。
智子各第二十二、附蓄第 b十三。
伴子容第五、八翻第十三。



管
干
白
経
博
思
想

第
五
十
三
巻

凶
C4 

第
四
腕

匹!
r4 

衣
裳
足
以
柑
向
。
境
基
是
以
遭
記
。
不
打
無
楠
之
功
。
不
錦
無
益
之
事
。
故
気
定
而
弔
皆
無
情
。

・
事
不
車
央
。
騎
倣
悟
泰
。
離
選
相
剤
。
其
唯
無
醐
問
。
亦
不
EE品。

故
適
身
行
義
。
倹
約
恭
敬
。
其
唯
無
繭
。
耐

と
い
へ
る
は
黒
子
を
初
楠
伸
一
せ
し
む
る
も
D
が
あ
る
。
そ
し
て
節
約
し
た
る
剰
飴
は
蓄
積
し
て
他
H
K
備
ム
ペ
し
与
し
て

¥
 

歳
趨
美
。
則
市
相
無
予
。
而
拘
哉
食
人
食
。
歳
過
凶
、
則
市
線
経
十
階
。
而
道
有
髄
民
。
輯
則
茸
壌
カ
因
不
足
。
而
食
間
不
瞬
也
哉
。
夫
往
歳
之
鰹

趨
。
狗
臨
食
入
食
。
故
事
歳
之
民
下
足
也
。
相
趨
腿
。
則
宇
力
而
無
予
。
民
事
不
償
其
本
。
物
適
貴
。
則
什
倍
而
不
可
得
。
民
央
其
用
。
持
則
最
財
物

問
寡
。
同
本
委
不
足
也
哉
。
夫
民
利
之
時
央
。
而
明
利
之
不
平
跡
。

非
有
輯
蓄
、
不
可
以
用
人
、
非
有
積
悶
無
以
動
。

凡
牧
民
者
。
以
其
所
積
者
食
之
。
不
可
不
審
也
。
其
積
多
者
其
食
多
。
其
積
官
持
者
其
食
寡
。
無
積
者
不
堂
。
或
有
積
而
不
食
者
。
則
民
離
J
。
有
積

帥

多
而
食
謀
者
則
氏
不
力
。
有
積
寡
而
食
多
者
別
民
多
詐
。
有
無
積
而
得
食
者
則
民
倫
子
市
。

と
い
ふ
は
布
子
を
想
起
せ
し
む
る
に
足
る
で
る
ら
う
。
然
し
な
が
ら
管
子
に
於
け
る
消
費
論
を
儒
道
墨
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
き
は

自
ら
そ
と
に
重
貼
の
一
異
同

b
る
を
者
過
し
て
は
左
ら
忠
。
蓋
し
儒
道
家
は
物
欲
に
矧
は
さ
る
る
と
と
た
か
ら
む
が
伐
に
寡
欲
思
想
を

読
者
そ
の
一
結
果
的
約
に
速
す
る
り
で
あ
る
が
、
管
T
は
宮
閣
制
兵
以
て
覇
道
を
成
就
せ
ん
が
震
に
己
れ
を
設
く
心
で
あ
り
、
四
引
は
民

撲
を
塗
裂
の
苦
よ
り
救
は
ん
が
鵠
に
上
に
在
る
者
無
用
の
費
を
謎
く
べ
し
と
主
張
す
る
白
で
あ
る
が
、
管
子
は
ー
に
北
る
者
自
位
置

の
擁
護
の
慌
に
己
れ
を
説
く
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

最
後
に
財
政
に
就
い
て
は
、
先
づ
そ
白
財
政
支
出
に
闘
し
て
は
、
既

ι消
費
に
於
て
う
か
が
〈
る
ム
し
と
ん
よ
り
し
て
儒
家
と
同
じ

く
蒋
修
を
戒
め
仇
慨
を
説
く
が
蛍
は
事
を
傷
り
貨
を
敗
り
艮
て
費
と
左
る
を
教
へ
る
も
の
た
る
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
総
て
支
出
を
賄

ふ
と
こ
人
一
の
財
政
牧
入
に
就
い
て
は
普
通
そ
の
大
{
一
市
で
あ
る
告
の
租
税
に
就
い
て
は
矢
掠
り
儒
家
と
同
じ
く
軽
賦
蒋
倣
を
設
い
て
、

(
植
帳
錦
)

地
之
生
府
有
時
、
民
之
川
力
有
倍
、
而
人
君
之
歓
輔
窮
、
且
有
同
担
有
佑
養
嘱
窮
之
君
、
両
度
量
不
生
於
其
問
。
則
上
下
相
扶
也
。
故

管子巻第一、乗馬第五。
管子容第二、版法第七白
骨子容第三十二、間蓄第七十三。
智子巻第一、椛修第二主。

83) 
85) 
87) 
89) 

替子巻第二、肱【法第七o
管子巻構十七、禁譲第ー庁十三。
骨子容第十七、禁議第五十三。
骨子巻第三十一、乗馬較第六十九。

82) 
84) 
86) 
88) 



川
刊

以
於
民
有
度
、
問
之
止
、
同
昨
小
品
安
、
恒
於
民
盤
一
度
、
川
之
平
止
、
岡
雌
大
品
危
。

符
子
封
日
君
持
欲
樹
主
巨
大
事
乎
9

則
従
其
本
当
央
。
各
国
百
雄
、
公
之
本
山
。
人
甚
憂
飢
而
粧
品
肌
章
、
人
甚
慨
死
而
刑
除
、
人
甚
傷
勢
而
事

事
不
時
、
告
制
其
続
殺
、
別
人
代
変
飢
、
綬
其
瑚
政
、
別
人
不
畑
出
托
、
間
帯
事
以
時
、
別
人
不
傷
労
。

今
人
君
籍
求
於
民
。
令
同
十
日
而
具
、
則
財
物
之
買
什
去
一
。
令
日
八
日
而
具
、
則
貯
脚
立
買
什
去
二
。
令
日
五
日
而
具
、
則
財
物
之
買
刊
去
半
、

悩

羽
A
V

而
タ
具
、
則
財
物
之
貫
什
去
九
。
先
ヨ
一
知
其
軒
、
故
不
求
於
高
民
、
而
籍
於
韓
令
也
。

と
い
ふ
白
み
注
ら
や
ノ
、
宵
パ
竿
頭
さ
ら
に
一
歩
を
進
め
て
、
租
税
廃
止
を
す
ら
論
争
る
。
日
く
、

民
予
則
害
、
傘
則
恋
、
民
情
皆
排
出
。
先
王
如
其
品
目
、
政
見
予
之
形
、
不
見
奪
之
理
。
放
民
愛
可
沿
於
J
也
。
租
籍
者
、
所
以
強
求
也
、
租
聴
者
、
所

飢

曲
叫
而
諦
也
。
主
従
之
君
、
去
其
所
以
強
求
、
腐
其
所
慮
而
前
、
放
天
下
梨
従
也
。

公
日
「
欲
籍
掛
室
日
開
6
」
智
子
封
日
「
不
可
。
是
製
成
也
。
」
「
欲
籍
於
高
民
、
」
管
千
羽
田
一
不
可
。
是
隠
情
也
。
」
「
歓
籍
於
六
膏
、
」
管
子
封
日
「
不
可
。

是
税
生
也
。
」
「
欲
籍
卦
樹
木
、
」
智
子
動
日
「
不
可
。
是
悦
生
也
。
」

然
し
な
が
ら
岡
山
執
が
そ
の
任
務
を
遂
行
す
る
潟
に
は
一
定
の
経
費
を
必
要
と
し
、
己
の
経
費
を
支
併
す
司
令
偏
に
は
一
定
の
歳
入
注

か
る
べ
か
ら
や
、
殊
に
管
子
の
如
〈
宵
閣
制
兵
周
宝

E
挟
ん
で
叉
下
に
競
令
し
以
て
覇
業
の
達
成
を
説
〈
者
に
於
て
一
居
然
る
筈
で

あ
る
。
然
る
に
今
歳
入
の
大
宗
た
る
粗
枕
を
廃
止
し
て
そ
も
/
¥
そ
の
歳
入
は
こ
れ
を
何
に
求
め
ん
と
す
る
か
。
と
れ
に
針
し
て
管

子
の
説
く
と
と
ろ
は
即
山
海
の
官
源
を
政
府
の
手
に
抑
へ
て
と
れ
を
凋
占
し
、
と
れ
が
専
費
を
行
ふ
こ
と
に
よ
り
て
宜
利
を
牧
む
べ

し
と
す
る
に
あ
る
。
例
へ
ば
、
管
子
に
『
桓
公
目
。
然
則
五
n
例
以
嬬
闘
。
管
子
針
日
。
咋
官
山
海
鴻
可

-ho』
J

と
あ
る
は
帥
モ
れ
で
、

そ
し
て
そ
れ
は
胞
織
は
勿
前
一
般
鋳
産
比
及
び
更
に
進
ん
で
森
林
沼
津
忙
到
る
と
と
以
下
の
諸
何
に
よ
り
て
う
か
が
ふ
を
う
る
で
あ

ら
う
。

(
海
王
捕
)
十
日
志
家
。
十
人
食
躍
。
百
臼
之
家
。
百
人
食
覗
。
持
日
大
男
食
臨
五
升
少
半
。
大
女
食
曜
一
一
一

η
少
キ
ρ

吾
子
食
閤
一
二
井
少
中
。
比
其

犬
磨
也
。
聴
百
升
而
輩
。
令
照
之
重
。
剖
パ
加
八
万
照
。
謙
之
1
1

十
也
。
升
加
明
。
筆
之
百
也
。
升
加
二
郎
。
謙
二
百
也
。
鍾
二
千
。
「
錘
二
高
。
百
錬
一
一

持
干
の
騨
済
思
組

樺
五
十
二
巻

第
四
続

四

rE 

四
五

智子容第九、覇階第二十三。
管子巻第二十二、岡蓄第七千三。
智子告樟二十二、海玉事七4 二。
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智子巷第一、構修事ニ。
官「子巻第二十二、闘蓄第七十三。
智子巻第二一千三、軽重甲第八十u

mア

U
J
山
門



ザ
干
の
相
静
思
想

第
五
十
二
警

第
凹
挽

四
六

匹
匹
凶

よ
向
。
千
錨
二
百
雨
。
高
飛
之
闘
。
人
数
開
口
千
寓
也
。
盟
主
。
両
日
二
目
前
ロ
十
日
一
千
席
。
一
月
六
千
一
則
。

今
錨
官
之
数
、
同
一
女
必
省
一
誠
一
刀
、
若
其
卓
立
、
耕
者
品
有
章
一
邦
一
銚
、
若
其
事
力
、
行
服
建
都
、
輩
者
、
品
有
一
斤
一
耕
一
昨
一
都
、

若
其
事
立
、
平
川
問
、
同
成
事
者
、
天

F
鋸
有
。
今
鋪
之
重
加
一
也
、
三
寸
舗
、
一
人
之
籍
也
、
刀
之
重
加
六
、
五
六
一
一
一

f
、
五
刀
、
一
人
之
籍
也
、
組

問
川

鍛
之
重
加
十
、
豆
耕
輔
、
一
人
立
籍
也
、
其
骨
髄
童
、
皆
推
此
同
行
。
斡
則
、
事
何
跡
事
、
無
不
服
籍
者
。

(
地
致
指
)
山

I
有
耐
帯
、
主
下
有
輔
、

J
有
鉛
者
、
異
ド
有
鋭
、
上
有
丹
砂
者
、
共
下
有
金
、
上
有
慈
(
同
磁
)
者
、
其
下
有
銅
、
此
山
立
見
柴
者

mm 

也
。
有
山
之
見
築
者
、
諾
封
而
偶
数
。

「
官
室
器
械
、
非
山
無
所
仰
。
品
問
後
官
立
=
一
等
之
租
於
山
」
。
両
州
以
下
活
柴
松
、
把
以
下
錦
主
申
車
、
一
一
一
間
以
J
活
相
郁
之
産
。
柴
杭
之
租
若
干
、
官

室
長
租
若
干
、
枯
一
附
之
租
若
利
。
」

偲
人
君
而
不
能
誼
守
其
山
林
、
誼
揮
、
草
菜
、
不
可
以
立
錆
天
下
王
。
山
林
、
砲
弾
、
草
菜
、
薪
燕
之
所
問
、
蟻
牲
之
所
起
也
。
故
使

仙

民
求
之
、
使
民
籍
之
、
閃
以
給
之
。

(
韓
重
箱
〉

然
り
而
し
て
己
の
濁
占
せ
る
財
貨
を
た
だ
に
圏
内
に
於
て
専
賀
す
る
の
み
左
ら
中
こ
れ
を
岡
外
に
持
ち
出
し
て
利
径
を
箆
断
す
る

に
至
る
と
雪
先
に
述
べ
た
る
そ
の
外
岡
貿
易
論
と
在
る
。
そ
し
て
先
に
述
べ
た
る
如
く
外
岡
貿
易
白
一
の
立
場
は
劃
内
策
と
し
て
人

民
白
負
捻
E
減
じ
て
そ
の
代
り
の
財
源
を
外
岡
貿
易
の
も
た
ら
す
五
利
に
仰
ぐ
と
せ
る
は
ま
た
財
政
政
策
の
こ
己
に
論
や
る
と
と
ろ

白
一
方
策
に
在
る
わ
げ
で
る
る
。

骨子巻第二十二、海王第七 r三。

管子一巻第二 f二、 rJr国第七十p月。
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